
令和２年度鹿島市創業支援等事業補助金（事業承継補助金） 

募集要綱 

 

 

この事業は鹿島市内で新たに事業承継をした者に対して、事業承継における費用の一部

を補助することで事業承継者を支援し、承継後の事業発展、ひいては鹿島市内のにぎわいづ

くりや雇用創出による鹿島市の活性化に寄与することを目的とする。 

 

 

１．応募資格 

応募資格は次のすべての要件を満たす法人または個人とする。 

（１） 鹿島市内に本店登記および主たる事業所があり、常時雇用する従業員数が２０名以

下（商業・サービス業は５名以下）の事業所を承継する者。 

（２） 令和 2年 4月 1日以降に事業承継し、承継後 3年間は本店登記や主たる事業所を鹿

島市外に移さず、後継者を中心として事業を継続的に行うと確約できる者。（3 年

以内の廃業・市外移転を行った場合は市からの助成金返還請求に応じることとする。） 

（３） 同一者が複数の事業所を承継する場合でも、本補助金の給付は１度に限られる。 

（４） 鹿島商工会議所の会員に入会すること。 

（５） 事業を承継する者の年齢が１８歳以上であること。 

（６） 事業に必要な許可・認可等を受けていること。 

（７） 住所を有する市町村の税を滞納していないこと。（承継する者、される者共に） 

（８） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者で

ないこと。 

（９） その他本事業による補助金を交付することが公益上適当でないと認める業種は除く。 

 

 

２．補助額 

補助金交付額は、次表のとおりとする。 

 

補助金額 

１０万円 

 

 

 



３．募集期間 

募集期間：令和２年５月１日～令和３年３月１９日 

      ※随時募集を受けつけ、予算額に達した場合は募集を終了とする。 

 

 

４．申請手続き 

 提出書類に必要事項を記入のうえ、鹿島商工会議所に提出する。 

なお、提出していただいた書類は本事業に限り使用し、返却はいたしません。 

 

 

５．補助金の交付申請提出書類 

（１） 鹿島市創業融資利子補給補助金交付申請書 創業等－様式第１号（事業承継） 

（２） 事業承継計画書 

（３） 事業承継した日付が確認できる書類（開業届等） 

（４） 市税の滞納のない証明書（居住する市町村発行のもの） 

（５） 誓約書 

 

 

６．書類審査 

 提出いただいた書類等の審査を行い、要件を満たした場合は決定した旨を通知します。 

 

 

７．提出及び問合せ先 

鹿島商工会議所 

  住所 鹿島市大字高津原４２９６－４１  電話 ０９５４－６３－３２３１ 

 

 

   附 則 

 この要綱は、令和２年５月１日から施行する。 

 


